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(57)【要約】
　加工物から材料を除去する超硬合金から成る回転バー
１００は、軸部と、加工部分とを備えている。加工部分
の表面は、該加工部分に複数の切削歯１１０を規定する
右ねじ式のヘリカル状に配向した複数の縦溝１２０を含
む。右ねじ式の縦溝により規定された複数の切削歯の各
々は、前面１１６と、後面１１８と、先端１１４と、正
の前面角度とを含み、また、歯の先端に隣接し且つ加工
部分の周辺に半径方向ランドが無い。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
超硬合金から成る回転バー（ｒｏｔａｒｙ　ｂｕｒｒ）において、
　軸部と、
　加工部分とを備え、該加工部分の表面は、複数の切削歯を規定する右ねじ式のヘリカル
状に配向した複数の縦溝を備え、前記切削歯の各々は、前面と、後面と、先端と、正の前
面角度とを備え且つ前記加工部分の周辺に配設された半径方向ランドが無い、超硬合金か
ら成る回転バー。
【請求項２】
請求項１に記載の回転バーにおいて、第一の材料の少なくとも第一の領域と、第二の材料
の第二の領域とを備え、前記第一の材料の組成は、前記第二の材料の組成と相違する、回
転バー。
【請求項３】
請求項２に記載の回転バーにおいて、前記第一の材料及び前記第二の材料は、超硬合金で
ある、回転バー。
【請求項４】
請求項３に記載の回転バーにおいて、前記第一の領域は、前記加工部分の外側領域を備え
、前記第二の領域は前記加工部分のコア領域と、前記軸部とを備える、回転バー。
【請求項５】
請求項４に記載の回転バーにおいて、前記第一の材料及び前記第二の材料は、超硬合金で
ある、回転バー。
【請求項６】
請求項２に記載の回転バーにおいて、前記第一の領域は前記加工部分を備え、前記第二の
領域は前記軸部を備え、前記軸部は前記加工部分に結合される、回転バー。
【請求項７】
請求項６に記載の回転バーにおいて、前記第一の材料は超硬合金であり、前記第二の材料
はスチール及びタングステン合金の一方である、回転バー。
【請求項８】
請求項１に記載の回転バーにおいて、前記加工部分は、円筒体、球、円錐体、逆円錐体、
ボールヘッド付き円錐体、皿穴形、楕円体、炎状、ツリー形状体、及びボール先端付き円
筒体から選ばれた形状体を有する、回転バー。
【請求項９】
請求項１に記載の回転バーにおいて、前記加工部分の前記表面は、前記右ねじ式のヘリカ
ル状に配向した複数の縦溝と交差して、複数の別個の切削歯を規定する左ねじ式のヘリカ
ル状に配向した複数の縦溝を更に備える、回転バー。
【請求項１０】
請求項１に記載の回転バーにおいて、少なくとも前記加工部分は、表面被覆を備える、回
転バー。
【請求項１１】
請求項１１に記載の回転バーにおいて、前記表面被覆は、化学気相蒸着（ＣＶＤ）被覆、
物理気相蒸着（ＰＶＤ）被覆及びダイヤモンド被覆の１つである、回転バー。
【請求項１２】
超硬合金から成る回転バーにおいて、
　軸部と、
　加工部分とを備え、該加工部分は、第一の超硬合金の少なくとも外側領域を備え、前記
外側領域の表面は、複数の切削歯を規定する右ねじ式のヘリカル状に配向した複数の縦溝
を備え、前記切削歯の各々は、前面と、後面と、先端と、正の前面角度とを備え且つ前記
加工部分の周辺に配設された半径方向ランドが無い、超硬合金から成る回転バー。
【請求項１３】
請求項１２に記載の回転バーにおいて、前記軸部と、前記加工部分の少なくともコア領域
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とは、第二の超硬合金から成る、回転バー。
【請求項１４】
請求項１２に記載の回転バーにおいて、前記加工部分は、前記第一の超硬合金から成り、
前記軸部は、金属合金、スチール及びタングステン合金の１つから成り且つ前記加工部分
に結合される、回転バー。
【請求項１５】
請求項１２に記載の回転バーにおいて、前記加工部分は、表面被覆を備える、回転バー。
【請求項１６】
請求項１５に記載の回転バーにおいて、前記表面被覆は、化学気相蒸着（ＣＶＤ）被覆、
物理気相蒸着（ＰＶＤ）被覆及びダイヤモンド被覆の１つである、回転バー。
【請求項１７】
一連の切削歯を含む加工部分を更に備える、超硬合金から成る回転バーを製造する方法に
おいて、
　前記ブランクの少なくとも一部分に右ねじ式のヘリカル状に配向した一連の縦溝を提供
し、前記回転バーの加工部分を提供する工程と、
　隣接する縦溝の間に配設された領域を加工して、前記加工部分に一連の切削歯を提供す
る工程とを備え、該切削歯の各々は正の前面角度を含み且つ前記加工部分の周辺に半径方
向ランドが無い、回転バーを製造する方法。
【請求項１８】
請求項１７に記載の方法において、前記ブランクは、第一の材料の第一の領域と、第二の
材料の第二の領域とを備え、前記第一の材料の組成は、前記第二の材料の組成と相違する
、方法。
【請求項１９】
請求項１８に記載の方法において、前記第一の材料及び前記第二の材料は、超硬合金であ
る、方法。
【請求項２０】
請求項１９に記載の方法において、前記第一の領域は前記加工部分の外側領域の少なくと
も一部分を形成し、前記第二の領域は前記加工部分のコアの少なくとも一部分と、前記回
転バーの軸部とを形成する、方法。
【請求項２１】
請求項１７に記載の方法において、
　軸部を前記加工部分に結合する工程を更に備える、方法。
【請求項２２】
請求項１７に記載の方法において、前記加工部分は、円筒体、球、円錐体、逆円錐体、ボ
ールヘッド付き円錐体、皿穴形、楕円体、炎状、ツリー形状体、及びボール先端付き円筒
体から選ばれた形状体を有する、方法。
【請求項２３】
請求項１７に記載の方法において、
　前記右ねじ式のヘリカル状に配向した複数の縦溝と交差して、複数の別個の切削歯を規
定する左ねじ式のヘリカル状に配向した一連の縦溝を前記ブランクの部分に提供する工程
を更に備える、方法。
【請求項２４】
請求項１７に記載の方法において、
　前記回転バーの少なくとも一部分に表面被覆を施す工程を更に備える、方法。
【請求項２５】
請求項２４に記載の方法において、前記表面被覆は、化学気相蒸着（ＣＶＤ）被覆、物理
気相蒸着（ＰＶＤ）被覆及びダイヤモンド被覆の１つである、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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（０００１）　本発明は、物品のバリ取り及び（又は）仕上げを行うために使用されるツ
ールに関する。より具体的には、本発明は、例えば、金属、金属合金、又はある種の非金
属材料にて出来た物品から材料を除去するのに有用な超硬合金回転バー（ｒｏｔａｒｙ　
ｂｕｒｒ）に関する。
【背景技術】
【０００２】
（０００２）　超硬合金にて形成された回転バーは、既知であり且つ、金属及び金属合金
物品を減摩し且つ平滑にするため一般に使用される。回転バーは、ツールの所期の用途に
依存して色々な形状、寸法及び減摩性テクスチャにて利用可能である。金属及び金属合金
は、溶接、成形、鋳造、縁処理、スリット切り、穿孔、せん断又は研削することができ、
これらの技術は、金属物品にて「バリ」と称されるゴツゴツした端縁又は小さい突出物を
形成することが多い。端縁を仕上げ且つ突出物を除去するための過程は、一般に「バリ取
り」と称され、また、工作機械により回転するように駆動される回転バーを使用して行う
ことができる。回転バーは、バリ取りに加えて、ダイシンキング、パターン及びツールの
形成、鋳型及び小部品の端縁の仕上げのような技術にても使用されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
（０００３）　回転バーは、これらのツールの全てが加工物から材料を除去する点にてそ
の他の回転切削ツールと同様である。しかし、回転（すなわち、回転可能に駆動される）
切削ツールは、典型的に、研削される加工物の造作部の機能的な幾何学的形態を改変する
。これに反して、回転バーは、バリ取りされ又はその他の仕上げが行われる造作部の機能
的な幾何学的形態を変化させない仕上げ工程のために使用される。
（０００４）　回転バーを製造するための従来の過程は、周知であり、典型的に、遷移金
属炭化物粒子であり又はこれらの粒子を含む硬い粒子と、粉体化したバインダ材料とを含
む金属学的粉体混合体を鋳型内にて圧密化して未加工の圧縮物を形成する工程を含む。次
に、未加工の圧縮物は、粉末の溶融温度よりも低い温度にて焼結し、粉体粒子を圧密化し
且つ金属学的に共に結合させる。焼結した圧縮物は、バインダの連続相内に埋め込んだ硬
い粒子の不連続相を含む全体的に均質でモノリシックな構造を有する超硬合金ツールブラ
ンクである。焼結後、ツールブランクは、ツールの加工部分すなわち「バーヘッド」にヘ
リカル状に配向した一連の溝又は「縦溝」を含むよう適正に研磨し且つ（又は）研削する
ことができる。縦溝の間に規定された突起領域は、鋭利な切刃部を含むように適宜に研削
される切削歯を提供する。その他の造作部をツールブランク上にて研磨し又は研削して、
特定の所期の用途のため所望のツールの幾何学的形態を提供することもできる。
（０００５）　本明細書にて使用するように、「超硬合金」とは、延性金属又は金属合金
のバインダ材料の連続相により共に結合し又は硬質化した硬い炭化物粒子から成る不連続
相を含む対磨耗性の耐火性材料の種類を意味する。一般的な超硬合金材料は、コバルトバ
インダ内に埋め込んだタングステン炭化物粒子を含む。しかし、当該技術にて既知である
ように、多くの可能な粒子及びバインダの組み合わせが存在し、特定の組み合わせ及び相
の濃縮物は特定の用途に一層良く適するであろう。超硬合金にて従来から使用されている
炭化物粒子は、例えば、炭化ケイ素、及び炭化タングステン（ＷＣ）、炭化チタン（Ｔｉ
Ｃ）、炭化タンタル（ＴａＣ）、炭化ニオブ（ＮｂＣ）及びこれらの組み合わせのような
、周期表のＩＶＢ族、ＶＢ族、ＶＩＢ族のある種の遷移金属の炭化物を含む。超硬合金に
て従来から使用されている既知のバインダ材料の例は、コバルト、コバルト合金、ニッケ
ル及びニッケル合金を含む。超硬合金は、研削技術の分野の当業者に周知であり、このた
め、かかる材料についてのより詳細な説明は不要である。
（０００６）　回転バーの幾何学的形態（形状）は、縦溝の深さ、縦溝の間隔、縦溝の同
心性、ヘリックス角度、歯のプロファイル、及び歯の幾何学的形態を含む多数の機能上の
造作部を特徴とすることができる。１９８０年中頃まで、殆んどの超硬合金の回転バーは
、非ＣＮＣ技術を使用して研磨し、所望の縦溝及び歯のプロファイルを提供していた。更



(5) JP 2011-504818 A 2011.2.17

10

20

30

40

50

なる適用例に対してＣＮＣ技術が適応されるに伴ない、超硬合金にて形成された回転バー
ブランクに複雑な縦溝及び歯のプロファイルを研磨することのできる研磨機が利用可能と
なった。ＣＮＣ研磨バリは、ツールの全体的な幾何学形態及びツールのプロファイルにて
均一な許容公差を提供し、大幅に改良された品質を有する仕上げ且つバリ取りした面及び
端縁を許容する。
（０００７）　研削することが難しいと考えられていた金属材料を研削し且つ仕上げるた
めの効果的な技術の需要が航空宇宙及びその他の高技術業界にて急速に増大している。研
削困難な材料の例は、チタン及びその合金、極めて高温度の環境にて使用し得るようにし
たある種の合金及びある種のエキゾチック材料を含む。これらの材料は、例えば、増大し
た強度及び高い耐熱性を有するより軽量な部品を必要とする現代の航空機の製造製品にて
益々、使用されている。このため、研削困難な材料を効率的に且つ経済的に研削すること
のできる改良されたツールを開発する緊急で且つ未だ充足されていない必要性が存する。
特に、チタン及びその合金、並びにその他の研削困難な材料をより効率的に且つ経済的に
バリ取りし且つ仕上げることのできる回転バーを開発する必要性が存する。本発明の１つ
の目的は、研削困難な材料及びその他の金属、金属合金、及び非金属材料をより効率的に
且つ経済的にバリ取りし且つ仕上げるために使用することのできる改良された超硬合金の
回転バーを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
（０００８）　本発明の１つの非限定的な特徴に従い、超硬合金から成る改良された回転
バーの実施の形態は、回転バーを研削ツール及び加工部分に装着するための軸部を含む。
加工部分の表面は、加工物から材料を除去し得るようにされた複数の切削歯を規定する右
ねじ式のヘリカル状に配向した複数の縦溝を含む。右ねじ式の縦溝により規定された複数
の切削歯の各々は、前面と、後面と、先端とを含み、また、正の前面角度（以下に規定す
るように）を有している。右ねじ式の縦溝により規定された複数の切削歯の各々は、加工
部分の周辺にて歯の先端に隣接する半径方向ランドが無い。当該発明者らは、この新規な
設計を有する回転バーは、大幅に改良された切削性能及びツールの耐磨耗性を提供し、ま
た、チタン、チタン合金、及びその他の研削困難な合金を大幅により効率的で且つ経済的
な仕方にて研削することを許容することを予期せずに知見した。
（０００９）　本発明に従って製造した超硬合金から成る回転バーのある種の非限定的な
実施の形態によれば、回転バーは、単一の超硬合金材料にて出来ている。ある種のその他
の非限定的な実施の形態によれば、本発明に従って製造した回転バーは、第一の材料の少
なくとも第一の領域と、第二の材料の第二の領域とを含み、第一及び第二の材料は、組成
及び（又は）少なくとも１つの性質の点にて相違する。かかる１つの非限定的な実施の形
態によれば、第一の領域は、加工部分を備え、第二の領域は軸部を備え、該軸部は、加工
部分に結合され又はその他の方法にて接続されている。１つの特定の非限定的な実施の形
態において、第一の材料は超硬合金から成り、第二の材料は、例えば、スチール又はタン
グステン合金のような金属合金から成り、軸部は、融接によって加工部分に結合される。
（００１０）　本発明に従って製造した超硬合金から成る回転バーの別の非限定的な実施
の形態の形態によれば、回転バーは、加工部分の外側領域から成る第一の領域と、加工部
分のコア領域及び軸部の双方から成る第二の領域とを含む。１つの特定の非限定的な実施
の形態において、第一の材料は、第一の超硬合金から成り、第二の材料は、第二の超硬合
金から成る。第一及び第二の超硬合金は、組成のような任意の望ましい点にて、また、（
又は）少なくとも１つの性質の点にて相違するものとすることができる。超硬合金間の可
能な相違点の例は、硬い粒子及び（又は）バインダの１つ又は複数の識別性又は硬い粒子
及び（又は）バインダの濃度の相違を含む。
（００１１）　本発明に従って製造した超硬合金から成る回転バーの別の非限定的な実施
の形態によれば、回転バーは、軸部と、加工部分とを含む。加工部分の表面は、右ねじ式
のヘリカル状に配向した複数の縦溝を含み、また、左ねじ式のヘリカル状に配向した複数
の縦溝を更に含む。左ねじ式の縦溝は、加工部分の表面上にて右ねじ式の縦溝と交差し、



(6) JP 2011-504818 A 2011.2.17

10

20

30

40

50

右回り及び左回り縦溝と境を接する複数の別個の切削歯を規定するクロスハッチ状パター
ンを生じさせる。切削歯の各々は、前面と、後面と、先端とを含み、また、正の前面角度
を有している。切削歯の各々はまた、加工部分の周辺にて歯の先端に隣接する半径方向ラ
ンドが無い。
（００１２）　本発明に従って製造した超硬合金から成る回転バーの更に別の非限定的な
実施の形態に従い、回転バーは、回転バーを研削ツールに装着するための軸部と、加工部
分とを含む。加工部分は、第一の超硬合金から成る少なくとも外側領域を含む。該外側部
分の表面は、複数の切削歯を規定する右ねじ式のヘリカル状に配向した複数の縦溝を含む
。切削歯の各々は、前面と、後面と、先端とを含み、また、正の前面角度を有し、加工部
分の周辺にて半径方向ランドが無い。ある種の非限定的な実施の形態において、軸部及び
加工部分の少なくともコア領域は、第一の超硬合金と相違する第二の超硬合金から成って
いる。ある種の非限定的なその他の実施の形態において、回転バーの加工部分は、第一の
超硬合金を含み、また、軸部は、スチール、タングステン合金、又は別の金属合金の少な
くとも１つを含み且つ、加工部分に結合され又はその他の方法にて接続されている。
（００１３）　本発明に従って製造した超硬合金から成る回転バーのある種の非限定的な
実施の形態は、回転バーの加工部分の少なくとも１つの領域上に単一層又は多層の表面被
覆を有し、ツールの耐磨耗性及び（又は）性能特性を向上させることができる。可能な表
面被覆の例は、化学気相蒸着（ＣＶＤ）被覆、物理気相蒸着（ＰＶＤ）被覆及びダイヤモ
ンド被覆を含む。
（００１４）　本発明の更なる特徴によれば、超硬合金から成る改良された回転バーの製
造方法が提供される。該方法は、回転バーの加工部分を提供するようにブランクの少なく
とも一部分に右ねじ式のヘリカル状に配向した一連の縦溝を提供する工程を含む。隣接す
る縦溝の間に配設された加工部分の領域は、研削して加工部分に一連の切削歯を提供し、
その切削歯の各々は、正の前面角度を含み且つ、加工部分の周辺に半径方向ランドが無い
。
（００１５）　読者は、本発明によるある種の非限定的な実施の形態の以下の詳細な説明
を検討することにより、上述した詳細及びその他が理解されよう。読者は、また、本明細
書に記載された主題事項を実施し又は使用するとき、ある種の追加的な詳細を理解するこ
ともできよう。
（００１６）　本明細書に記載した主題事項の特徴及び有利な効果は、添付図面を参照す
ることにより一層良く理解されよう。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】負の前面角度を有する歯を含む従来の超硬合金回転バーの１つの実施の形態の概
略断面図であり、該断面図は、回転バーの加工部分の長さに沿ったほぼ中間にて且つツー
ルの回転軸線に対して直角に示したものである。
【図２】図２（ａ）及び図２（ｂ）は、従来の超硬合金の回転バーの実施の形態の歯プロ
ファイルを示す概略断面図である。
【図３】従来の超硬合金回転バーの別の実施の形態の概略断面図であり、該断面図は、回
転バーの加工部分の長さに沿ったほぼ中間にて且つ、ツールの回転軸線に対して直角に示
したものである。
【図４】正の前面角度を有し且つ複数の加工部分の回りに半径方向ランドを有する歯を含
む従来の超硬合金の回転バーの更に別の実施の形態の概略断面図であり、該断面図は、回
転バーの加工部分を通ってほぼ中間で且つ、ツールの回転軸線に対して直角に示したもの
である。
【図５】図５（ａ）及び５（ｂ）は、それぞれ、全体として、「ツリー形状」の加工部分
を有する市販の超硬合金回転バーの加工部分の断面図及び側面図を示す写真である。
【図６】図６（ａ）及び６（ｂ）は、それぞれ、全体として、「ツリー形状」の加工部分
を有する別の市販の超硬合金回転バーの加工部分の断面図及び側面図を示す写真である。
【図７】図７（ａ）及び７（ｂ）は、それぞれ、全体として円筒状の加工部分を有する、
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市販の超硬合金の回転バーの加工部分の断面図及び側面図を示す写真である。
【図８】図８（ａ）及び８（ｂ）は、それぞれ、全体として円筒状の加工部分を有する、
別の市販の超硬合金の回転バーの加工部分の断面図及び側面図を示す写真である。
【図９】正の前面角度を有し且つ加工部分の周辺にて半径方向ランドが無い歯を含む、本
発明に従って製造した回転バーの別の実施の形態による概略断面図であり、該断面図は、
回転バーの加工部分の長さに沿ったほぼ中間にて且つツールの回転軸線に対して直角に示
したものである。
【図１０】図１０（ａ）及び図１０（ｂ）は、それぞれ、本発明に従って製造し且つ全体
として円筒状の加工部分を有する回転バー別の実施の形態の概略側面図及び概略斜視図で
ある。
【図１１】図１１（ａ）は、図１０（ａ）及び図１０（ｂ）の回転バーの加工部分の概略
断面図であり、また、図１１（ｂ）は、図１１（ａ）に示した断面の円形部分Ｂを拡大し
た細部として示す図である。
【図１２】図１２（ａ）及び図１２（ｂ）は、それぞれ、本発明に従って製造し且つ、全
体として円筒形の加工部分を有する回転バーの別の実施の形態の概略側面図及び概略斜視
図である。
【図１３】本発明に従って製造した回転バーに対する加工部分の形態の可能な幾つかの非
限定的な例を示す。
【図１４（ａ）】図１４（ａ）から図１４（ｃ）は、本発明に従って製造し且つ、全体と
して円錐体の形状の加工部分を有する回転バーの別の非限定的な実施の形態の概略図であ
る。
【図１４（ｂ）】図１４（ａ）から図１４（ｃ）は、本発明に従って製造し且つ、全体と
して円錐体の形状の加工部分を有する回転バーの別の非限定的な実施の形態の概略図であ
る。
【図１４（ｃ）】図１４（ａ）から図１４（ｃ）は、本発明に従って製造し且つ、全体と
して円錐体の形状の加工部分を有する回転バーの別の非限定的な実施の形態の概略図であ
る。
【図１５】図１５（ａ）から図１５（ｄ）は、本発明に従って製造し且つ、全体として右
ねじ式縦溝と左ねじ式縦溝とが交差することにより形成されたクロスハッチ状の歯のパタ
ーンを含む、全体として円筒状の加工部分を有する回転バーの別の非限定的な実施の形態
の概略図である。
【図１６】図１６（ａ）から図１６（ｄ）は、本発明に従って製造し且つ、全体として円
筒状の加工部分の縦溝に沿って隔てられたチップ破砕部を含む、回転バーの別の非限定的
な実施の形態の概略図である。
【図１７】図１７（ａ）から図１７（ｄ）は、本発明に従って製造した回転バーの２つの
非限定的な実施の形態の概略図であり、該実施の形態は異なる材料の領域を含む。
【図１８】図１８（ａ）及び図１８（ｂ）は、本発明に従って製造した回転バーの１つの
非限定的な実施の形態の写真である。
【図１９】図１９（ａ）及び図１９（ｂ）は、本発明に従って製造した回転バーの別の非
限定的な実施の形態の写真である。
【図２０】図２０（ａ）及び図２０（ｂ）は、本発明に従って製造した超硬合金回転バー
と市販の超硬合金回転バーとの実施の形態の性能を比較する試験結果を表わすグラフであ
る。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
（００３７）　非限定的な実施の形態の当該説明及び特許請求の範囲において、作用例に
て又は別段の表示がされている場合以外、成分及び製品の数又は特徴、加工条件及び同様
のものを表わす全ての数値は、全ての場合、「約」という語にて修正されるものであるこ
とを理解すべきである。従って、反対の表示がない限り、以下の説明及び特許請求にて記
載した任意の数値パラメータは、本明細書に記載した主題事項にて実現しようとする所望
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の性質に依存して変更可能である近似値である。少なくとも、また、特許請求の範囲に対
する均等論の適用を制限することを欲するものでなく、数値パラメータの各々は、記載さ
れた重要な数値に照らして、また、通常の丸め技術を適用することにより少なくとも解釈
されるべきである。
（００３８）　本発明は、超硬合金から成る回転バーの改良された設計に関するものであ
る。当該技術にて既知であるように、回転バーは、一般に、被覆しても被覆しなくてもよ
い硬い金属基層を備えている。研削技術の当業者は、各種の超硬合金を熟知しており、ま
た、本発明に従って製造した回転バーにて使用するのに適しているかどうかを容易に判定
することができる。改良された耐磨耗性及び（又は）その他の望ましい特徴を提供する被
覆は、例えば、化学気相蒸着（ＣＶＤ）、物理気相蒸着（ＰＶＤ）、又はダイヤモンド被
覆技術を含む従来の被覆技術により基層に施すことができる。
（００３９）　本発明に従って製造した回転バーの実施の形態の特徴は、加工部分の長さ
に沿ったほぼ中間にて且つ従来の超硬合金の回転バーの実施の形態１０の回転軸線に対し
て直角である概略断面図である図１とかかるツールを比較することにより理解されよう。
本明細書にて使用するように、回転バーの「加工部分」は、切削歯を含むように研磨し又
はその他の方法にて研削したツールの領域である。加工部分は、また、例えば、ツールの
「バーヘッド」と称することもできる。破線１２は、回転バー１０の加工部分を形成する
ように一端にて研磨したツールブランクの当初の周辺を示す。回転バー１０の回転軸線は
、点Ｐとして表示されており、また、ツールは、歯１６を規定する縦溝１４を更に含む。
歯１６の各々は、前面１７と、先端１８と、隣接する歯の隣りの前面１７に移行する円弧
１９内に達する後面１３と、を含む。図１に示した断面図は、回転バー１０の加工部分の
表面に沿ってある距離を伸び、また、隣接する右ねじ式のヘリカル状に配向した縦溝１４
の間に規定された「リッジ」として存在する個々の歯１６に沿った断面を示すことが理解
されよう。
（００４０）　図１を更に参照すると、歯１６の各々は、前面角度を含むプロファイルを
有している。本明細書にて規定したように、歯の前面角度はツールの回転軸線に対して垂
直に見た歯に沿った断面を検討することにより測定することができ、また、この前面角度
は、歯の先端にて開始する断面の平面内にて且つ歯の前面に沿って伸びるように引いた第
一の線と、歯の先端と回転軸線Ｐとを接続する断面の平面内にて引いた第二の線との間の
角度である。図１を特に参照すると、前面角度は、線Ｘ、Ｙの間の角度φである。前面角
度が図１の先行技術にて示したように、零以下である（すなわち、線Ｘから線Ｙまでの断
面の平面内にて歯の先端の回りの回転方向が反時計回りである）場合、このとき、歯のプ
ロファイルは、「負」の前面角度を有し、このため、「負」の前面の幾何学的形態を有す
るものと見なされる。本発明によれば、負の前面角度を含むことに加えて、図１に示した
従来の回転バーの設計の重要な特徴は、加工部分の周辺１２にランドが無いことである。
その代わり、歯１６の各々は、鋭角か（すなわち、１点にて終わる）又は小さい半径を有
するように丸味を付けた先端１８を含む。丸味を付けた先端の小さい半径は、先端に施し
た縁処理又はホーニング加工に起因し、又は単に、加工部分に歯を形成する過程と関係し
た製造許容公差の結果であるようにする。
（００４１）　図２（ａ）及び図２（ｂ）は、従来の超硬合金の回転バーの追加的な実施
の形態の歯プロファイルを示す概略図である。図２（ａ）を参照すると、歯２０は、線Ｘ
と線Ｙとの間の負の角度として規定された、負の前面角度φを有している。線Ｘは、歯の
先端２２から且つ歯２０の第一の面２４に沿って断面の平面内に引いた線である。線Ｙ（
破線）は、歯の先端２２とツール（図示せず）の回転軸線との間の断面の平面内にて引い
た線である。それに沿ってＸ線を引いたこの第一の面２４は、図２（ａ）に示したように
、長さＬを有している。歯２０の各々の前面は、また、円弧２８に達する第二の面２６を
有しているが、前面角度を決定するように引いた線Ｘは、第一の面２４に沿って引いた線
であり、その理由は、歯２０の各々のこの領域は、切刃の鋭利さを決定し且つ、バリ取り
又はその他の仕上げ工程を行う間、加工物内へのツールの切削効果を指定するからである
。このように、歯２０の前面角度は、図２（ａ）にて負の角度φである。これは、図２（
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ａ）に示したように、第二の面２６の開始点から且つ第二の面２６に沿って引いた線であ
る線Ｚと、線Ｙとの間の角度が正の角度βである（すなわち、線Ｚから線Ｙへの方向が時
計回りである）場合であってもそうである。
（００４２）　図２（ｂ）には、負の前面角度を有する別の従来の回転バー歯のプロファ
イルが示されている。図２（ｂ）における前面角度φは、線Ｘ、Ｙの間の負の角度である
。線Ｘは、歯の先端３２から且つ歯３０の第一の面３４に沿って断面の平面内にて引いた
線である。線Ｙ（破線）は、歯の先端３２とツール（図示せず）の回転軸線との間の断面
の平面内で引いた線である。第一の面３４は、図２（ｂ）に示したように、長さＬを有し
ている。第一の面３４に加えて、歯３０の各々の前面は、また、第一の面３４に従い且つ
第二の円弧３８に達する第一の円弧３６も含む。歯３０の前面角度は、図２（ｂ）に示し
たように、線Ｚ（第一の円弧３６の開始点から且つ第一の円弧３６の正接線に沿って引い
た線）と線Ｙとの間の角度が正の角度βである場合でも負の角度φである。第一の円弧３
６の正接の向きを考えると、図２（ｂ）に示した正の角度βは、図２（ａ）に示した正の
角度βよりも大きい。
（００４３）　図３は、加工部分に沿ったほぼ中間にて且つ、別の従来の超硬合金の回転
バーの実施の形態４０の回転軸線に対して直角の概略断面図であり、回転バー４０の円周
の回りにて縦溝４４により規定された歯４６のプロファイルを示す。破線４２は、回転バ
ー４０を研磨したブランクの当初の周辺である。バー４０の断面の回りに示した歯４６の
各々は、先端４１と、歯の前面４８と歯の後面４９との間の半径方向ランド４７と、を含
み、また、半径方向ランド４７の各々は、ツールを研磨した円筒状ブランクの当初の周辺
４２に近似する。円筒状軸線Ｐから隣接する歯の先端４１まで引いた線Ｙ、及び歯の先端
４１から且つ前面４８の表面に沿って引いた線Ｘを使用すれば、歯の各々の前面角度φは
、特定の歯に対する線Ｘから線Ｙへの回転方向は反時計回りであるため、負の角度である
ことが理解されよう。加工部分の周辺の回りに半径方向ランドを有する超硬合金の回転バ
ーの難点は、ランドと加工物との間の顕著な摩擦がバリ取りし又はその他、研削困難な材
料の物品から材料を除去するのに必要な力を大幅に増大させる点であることが判明した。
（００４４）　図４は、加工部分を通ってほぼ中間で且つ従来の超硬合金の回転バーの別
の実施の形態５０の回転軸線に対して直角な概略断面図であり、この回転バーは、ツール
を研磨したブランクの当初の周辺５２の回りに半径方向ランド５１を含む。ランド５１は
、歯の先端５７に隣接し且つ、歯５６の各々の前面５３と後面５５の間にある。円筒状軸
線Ｐから隣接する歯の先端５７まで引いた線Ｙ、及び歯の先端５７から且つ前面５３の表
面に沿って引いた線Ｘを使用すれば、歯５６の各々の前面角度φは、特定の歯に対する線
Ｘから線Ｙへの回転方向は時計回りであるため、正の角度であることが理解されよう。回
転バー５０は、正の前面角度φを有するが、半径方向ランド５１と加工物との間にて発生
されるであろう顕著な摩擦の結果、ツールは、依然として、研削困難な材料を効率的にバ
リ取りするため使用することはできないと考えられている。それに代えて、チタン、チタ
ン合金、ある種の高温度合金、各種のエキゾチック合金、又はその他の研削困難な材料の
加工物を取り扱う用途において、加工物は、バリ取り工程中に発生される力を左右するで
あろう。
（００４５）　研削困難な材料を効率的に且つ経済的にバリ取りするため使用することの
できる回転バーの設計を開発しようとする永年の課題を認識して、当該発明者らは、各種
の市販の超硬合金の回転バーの歯のプロファイルを研究した。これら市販の回転バーの各
種の例は、図５から図９に示されている。これら図の各々は、（ａ）断面をツールの回転
軸線に対してほぼ直角に取った、ツールの加工部分の中間点を通る断面の端面図、（ｂ）
ツールの加工部分の側面図の写真を含む。図５（ａ）及び５（ｂ）は、全体として、「ツ
リー形状」のプロファイルを有し、長さ６．３５ｍｍ、また、最大直径３．１８ｍｍの加
工部分を含む市販の超硬合金の回転バーを示す。図６（ａ）及び６（ｂ）は、全体として
、「ツリー形状」のプロファイルを有し、また、加工部分は長さ１５．８８ｍｍ、最大直
径６．３５ｍｍである更に別の市販の超硬合の金回転バーを示す。図７（ａ）及び７（ｂ
）は、長さ１２．２７ｍｍ、直径６．３５ｍｍの全体として円筒状の加工部分を有する、
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更に別の市販の超硬合金の回転バーを示す。図８（ａ）及び８（ｂ）は、長さ１４．２９
ｍｍ、直径３．１８ｍｍの全体として円筒状の加工部分を有する更に別の市販の超硬合金
の回転バーを示し、この場合、左ねじ式のヘリカル状の配向を有する一連の縦溝は、右ね
じ式のヘリカル状の配向を有する一連の縦溝の上を横断し、その間にて別個の切削歯を規
定するクロスハッチ状のパターンを生成する。当該発明者らは、上述した市販の回転バー
の各々は、（１）正の前面角度を有し且つ、加工部分の周辺の回りに半径方向ランドを含
む正の前面角度を有するか、又は（２）負の前面角度を有し且つ、半径方向ランドが無い
何れかである加工部分の歯のプロファイルを規定する一連の右ねじ式の縦溝を含むことを
知った。
（００４６）　当該発明者らは、上述した市販の回転バーにより代表されない代替的な回
転バーの設計を研究し、また、その代替的な設計が研削困難な材料を切削するツールの能
力を大幅に向上させるかどうかも評価した。この検討に基づいて、当該発明者らは、正の
前面角度を有し且つ歯の先端に隣接し且つ加工部分の周辺の回りに配設された半径方向ラ
ンドが無い歯を含む独創的な回転バーの設計は、チタン、チタン合金、ある種の高温度合
金、及びその他の研削困難な材料を極めて効率的に且つ経済的にバリ取りするため使用す
ることができることを予期せずに知見した。当該発明者らは、かかる設計の回転バーは、
市販されず又はその他、知られていないと確信する。当該発明者らは、本明細書に記載し
た独創的な設計と相違して、正の前面角度を有し且つ歯の先端に隣接し、また、加工部分
の当初の周辺付近に半径方向ランドを含む市販の回転バーの設計は、非鉄材料及び研削困
難であると従来から考えられていなかったその他の材料をバリ取りし又はその他の仕上げ
を行うときにのみ効果的に使用することができるに過ぎないと判断した。
（００４７）　図９は、本発明に従って製造した回転バー１００の１つの非限定的な実施
の形態による加工部分に沿ったほぼ中間を示す断面図を概略図的に示し、この回転バーは
、回転バー１００の歯の先端に隣接して且つ加工部分の周辺にて半径方向ランド無しの正
の前面角度を有する歯１１０を含む。回転バー１００は、例えば、超硬合金にて製造する
ことができる。歯１１０の各々の先端１１４は、鋭利なプロファイル（図９に示したよう
に）を有するか、又は比較的小さい半径にて丸味を付ける。破線１１２は、回転バー１０
０を研磨した超硬合金ブランクの当初の円筒状周辺である。歯１１０の各々は、前面１１
６と、後面１１８とを含む。歯の各々の後面１１８は、歯１１０の底部の円弧１２０にて
終わり、また、隣接する歯１１０内に遷移する。前面角度φは、歯の先端１１４と円筒状
軸線Ｐとの間の断面の平面内にて引いた線Ｙと、歯の先端１１４から且つ前面１１６の平
面に沿って断面の平面内にて引いた線Ｘとの間の正の角度である。前面角度φは、特定の
歯に対して線Ｘから線Ｙへの回転方向は時計回りであるため、正である。
（００４８）　本発明に従って製造した回転バーの幾何学的形態、寸法、形状、組成及び
所期の用途は、変更可能である。図１０（ａ）及び図１０（ｂ）は、例えば、全体として
円筒状の加工部分２０２と、回転バー２００をツールに接続するための軸部２０３とを有
する、本発明に従って製造した回転バー２００の別の非限定的な実施の形態を概略図的に
示す。ある種の実施の形態において、回転バー２００は、単一物の中実な超硬合金ブラン
クにて製造することができる。これと代替的に、回転バー２００は、２つの部分にて製造
し、加工部分２０２は第一の超硬合金にて出来ており、また、軸部２０３は、第二の超硬
合金、金属又は金属合金にて出来ており且つ加工部分２０２に結合又はその他の方法にて
接続されるものとしてもよい。ある種の実施の形態において、例えば、軸部は、タングス
テン合金又はスチールにて出来たものとし且つ、融接により加工部分２０２に結合される
ものとすることができる。
（００４９）　回転バー２００の加工部分２０２の表面は、該表面の回りにて均一に又は
不均一に分配することのできる、右ねじ式のヘリカル状に配向した一連の縦溝２０４を含
む。本明細書にて使用したように、「右ねじ式の」配向とは、加工部分の底部から頂部ま
で縦溝に沿って動くとき、縦溝が加工部分に沿って左方向から右方向へと進むことを意味
する。「左ねじ式の」配向とは、加工部分の底部から頂部まで縦溝に沿って動くとき、縦
溝が加工部分に沿って右方向から左方向へと進むことを意味する。その何れの場合でも、
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加工部分の「底部」及び「頂部」は、例えば、図１０（ａ）に示した立面的配向のような
、ツールの立面的配向を基準にして決定され、「底部」は軸部に対して基端側であり、「
頂部」は、軸部に対して末端側である。縦溝２０４は、同一の又は非同一の幾何学的形態
を有することができる。回転バー２００の加工部分２０２は、直径６ｍｍ、長さ１２ｍｍ
であり、また、軸部２０３は直径４ｍｍ、長さ１５ｍｍである。バー２００は、縦溝２０
４の方向に向けた線Ｚと回転バー２００の回転軸線２０５との間に規定された角度αであ
り、約３８°である。
（００５０）　図１１（ａ）は、図１０（ａ）の線Ｃ－Ｃに沿って取った、図１０（ａ）
、図１０（ｂ）の回転バー２００の加工部分２０２の断面図であり、Ｐは、回転軸線の点
であり、歯２０６は、縦溝２０４を通る断面として示されている。図１１（ａ）に示した
断面の円形部分Ｂは、図１１（ｂ）にて拡大した細部として示されている。歯２０６の各
々は、先端２０７と、前面２０８と、後（側）面２０９と、隣接する歯２０６の後面２０
９内に達する円弧部分２１０とを含む。先端２０７は、鋭利な点とし又は小さい半径の丸
味を付けた前端とし、歯２０６は、歯の先端２０７に隣接する半径方向ランドは無い。上
述したように、歯の前面角度は、歯の先端から且つ前面の表面に沿って引いた第一の線と
、歯の先端と円筒状軸線の点との間に引いた第二の線との間の角度である。図１１（ｂ）
において、歯２０６の前面角度は、歯の先端２０７から且つ歯２０６の前面２０８に沿っ
て引いた線Ｘと、円筒状軸線を標識する点Ｐ（図１１（ａ）参照）と歯の先端２０７との
間にて引いた線Ｙとの間の角度である。図１１（ｂ）の前面角度φは、約１０°であり、
正の角度である。歯の底部半径とも称することのできる円弧２１０の半径は、約０．１５
ｍｍである。
（００５１）　図１２（ａ）及び図１２（ｂ）は、超硬合金から成り且つ本発明に従って
製造した回転バー３００の追加的な実施の形態を概略図的に示す。バー３００は、全体と
して円筒状の加工部分３０２と、軸部３０３とを含む。加工部分３０２の表面は、該表面
の回りにて均一に又は不均一に分配することができ且つ同一の又は非同一の幾何学的形態
を有する右ねじ式のヘリカル状に配向した一連の縦溝３０４を含む。バー３００の加工部
分３０２は、直径６ｍｍ、長さ８ｍｍであり、また、軸部３０３は、直径４ｍｍ、長さ１
５ｍｍである。バー３００は、縦溝３０４の方向に向けた線Ｚと回転バー３００の円筒状
軸線３０５との間にて規定された、約８°の縦溝角度αを有している。このため、加工部
分の長さ及び回転バー３００の縦溝角度は、各々、バー２００におけるものよりも小さい
。本発明よれば、回転バー３００の歯は、正の前面角度を有し、また、歯の先端に隣接し
且つ加工部分の周辺上に半径方向ランドは無い。
（００５２）　超硬合金から成り且つ本発明に従って製造した回転バーは、回転バーにて
使用される各種の加工部分の形態の任意のものを有することができる。図１３は、本発明
に従って製造した回転バーに対する加工部分の形態の可能な幾つかの非限定的な例を示す
。図示した加工部分の形態は、球、逆円錐体、ボールヘッド付き円錐体、皿穴形、円筒体
、円錐体、ボール先端付き円筒体、楕円体、ツリー型式の形態、及び炎形状の形態である
。回転バーに対する可能な追加の加工部分の形態は、研削技術の当業者に周知であろう。
しかし、本発明に従って製造した実施の形態において、回転バーの加工部分の歯は、正の
前面角度を有し、また、歯の先端に隣接し且つ加工部分の周辺に配設された半径方向ラン
ドは無い。本発明に従って製造した回転バーの加工部分の形態は、図１３に示した形態に
限定されず、任意の既知の又は開発した加工部分の形態とすることができることが理解さ
れよう。
（００５３）　図１４（ａ）から図１４（ｃ）は、超硬合金から成り且つ本発明に従って
製造され、また、全体として円錐体の形状の加工部分を有する回転バーの更に別の実施の
形態の図を示す。図４（ａ）は、全体として加工部分４０２と、軸部４０３とを含む、回
転バー４００の概略図的な側面図である。縦溝４０５は、加工部分４０２の表面の回りに
てヘリカル状に配設されている。図１４（ｂ）は、回転バー４００の加工部分４０２の斜
視図である。図１４（ｃ）は、線Ｃ－Ｃに沿った加工部分４０２の概略図的な断面図であ
り、個別の歯のプロファイルを示し、また、加工部分４０２の最幅広部分にて歯の先端を
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取り囲む円筒状周辺４０４を破線にて示す。１つの特定の非限定的な実施の形態に従い、
加工部分４０２の最小直径は３ｍｍ、加工部分の長さは１２ｍｍであり、また、軸部４０
３の直径は４ｍｍ、軸部４０３の長さは１５ｍｍである。バー４００は、縦溝４０５の方
向に向けた線Ｚと回転バー４００の回転軸線４０７との間の角度である、約８°の縦溝角
度αを有している。図４（ｃ）に示したように、歯４０５の各々は、正の前面角度を有し
、また、加工部分の円錐形の周辺の回りにて歯の先端に隣接する半径方向ランドは無い。
（００５４）　本発明に従って製造した回転バーのある種の非限定的な実施の形態によれ
ば、加工部分は、左方向及び右方向の双方に向けて交差する全体としてヘリカル状に配向
した縦溝を含む。右ねじ式のヘリカル状に配向した縦溝上にて交差し、交差－縦溝付きパ
ターンを提供する左ねじ式のヘリカル状に配向した縦溝を含む回転バーは、回転バーのチ
ップ破砕性能を向上させることができるが、切削した加工物上にてより粗い表面仕上げ程
度となることもある。追加的な左ねじ式の交差縦溝は、例えば、正の前面又は負の前面を
有するプロファイルを含む任意の歯のプロファイルとすることができる。更に、追加的な
左ねじ式のヘリカル状に配向した交差縦溝は、右ねじ式のヘリカル状に配向した縦溝と相
違する縦溝パラメータ及び（又は）歯の幾何学的形態を有することができる。図１５（ａ
）から図１５（ｄ）は、かかる非限定的な実施の形態の１つを概略図的に示す。図１５（
ａ）は、円筒状の加工部分５０２と、軸部５０３とを全体として含む、超硬合金から成る
回転バー５００の概略側面図である。図１５（ｂ）は、回転バー５００の加工部分５０２
の斜視図である。図１５（ｃ）及び図１５（ｄ）は、線Ｃ－Ｃ、Ｄ－Ｄにてそれぞれ加工
部分５０２の概略断面図であり、これらの断面にて個々の歯のプロファイルを示す。破線
５０７は、右回り縦溝のヘリカル状経路に従い、また、破線５０９は、左回り縦溝のヘリ
カル状経路に従う。加工部分５０２の表面の回りに配設された一連の右回り縦溝及び一連
の左回り縦溝は交差してクロスハッチ状の設計を形成し、このクロスハッチ状の設計は、
交差する縦溝と境を接する多数の別個の中実な切削歯５１１を規定する。本発明によれば
、断面Ｃ－Ｃ（図５（ｃ））及びＤ－Ｄ（図５（ｄ））に示した歯のプロファイルは、正
の前面角度を有し、歯の先端に隣接し且つ加工部分５０２の円筒状周辺に配設された半径
方向ランドは無い。
（００５５）　正の前面角度を有し、また、歯の先端に隣接し且つ本発明に従った加工部
分の周辺に半径方向ランドが無い回転バーのある種の非限定的な実施の形態は、縦溝によ
り規定された歯のプロファイルに追加された一連のチップ破砕部を含むこともできる。チ
ップ破砕部は、同一の又は異なる形態を有するものとすることができる。チップ破砕部は
、チップの破砕過程を促進し、これにより過程の管理を向上させるべく提供することがで
きる。図１６（ａ）から図１６（ｄ）は、例えば、加工部分６０２と、本発明に従って製
造した軸部６０３とを含み、また、縦溝６０５に沿って隔てられたチップ破砕部６０４を
含む、回転バー６００のかかる非限定的な実施の形態の１つを概略図的に示す。図１６（
ｂ）は、回転バー６００の加工部分６０２の斜視図である。図１６（ｃ）及び図１６（ｄ
）は、線Ｃ－Ｃ、線Ｄ－Ｄ（矢印の方向に）にてそれぞれ加工部分６０２に沿った概略断
面図であり、これら断面にて個々の歯のプロファイル及び交差するチップ破砕部の幾何学
的形態を示す。本発明によれば、断面Ｃ－Ｃ（図１６（ｃ））及びＤ－Ｄ（断面図１６（
ｄ））にて示した歯のプロファイルは、正の前面角度を有し、また、歯の先端に隣接し且
つ加工部分６０２の円筒状周辺に配設された半径方向ランドは無い。
（００５６）　本発明に従って製造した回転バーのある種の実施の形態は、超硬合金又は
その他の材料とすることのできる異なる材料を含む２つの又はより多くの領域を有する設
計とすることができる。例えば、２つ又はより多くの領域は、組成の点にて相違し、又は
同一の超硬合金の組成の異なる等級のものとすることのできる超硬合金を含むことができ
る。例えば、２つの等級は、同一の組成であるが、粒子寸法及び（又は）その他の微細構
造の特徴の点にて相違するようにしてもよい。異なる領域内に含めた超硬合金は、材料が
組み込まれる特定の領域中にて望ましい特性を提供するよう選ぶことができる。
（００５７）　本発明に従って製造し、また、異なる材料から成る領域を含む回転バーの
ある種の非限定的な例は、図１７（ａ）から図１７（ｄ）に概略図的に示されている。図
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１７（ａ）は、このような仕方にて製造した回転バー７００の１つの非限定的な実施の形
態の立面図を概略図的に示し、この回転バーは、加工部分７０２と、軸部７０３とを含む
。図１７（ｂ）は、回転バー７００の長手方向軸線Ｃ－Ｃに沿った断面図を示す。縦溝７
０６を含む加工部分７０５の外側領域７１０は、実質的な堅牢さを有する第一の超硬合金
から成っている。加工部分７０２のコア領域７２０は、第一の超硬合金に対して増大した
強度を有する第二の超硬合金材料から成っている。軸部７０３は、第一及び第二の領域の
材料と相違する材料にて出来たものとすることのできる第三の領域を構成する。例えば、
軸部７０３は、スチール又はタングステン合金にて形成し、また、加工部分７０２に結合
し（融接等により）又はその他の方法にて接続される。本発明によれば、回転バー７００
の加工部分７０２の歯は、正の前面角度を有し、また、歯の先端に隣接し且つ加工部分７
０２の円筒状周辺にて半径方向ランドは無い。
（００５８）　図１７（ｃ）は、異なる材料から成る多数の領域を有する設計とされた本
発明に従って製造した回転バー７５０の別の非限定的な実施の形態の立面図を示す。図１
７（ｄ）は、バー７５０の長手方向軸線Ｄ－Ｄに沿った断面図を示す。加工部分７５２は
、第一の超硬合金材料から成る外側層７６０と、加工部分７５２の内側コア７７０及び軸
部７５３が製造される第二の超硬合金材料の領域との複合体である。加工部分７５２は、
第一の超硬合金材料から成る外側層７６０と、加工部分７５２の内側コア７７０及び軸部
７５３が製造される第二の超硬合金材料の領域との複合体である。ある種の実施の形態に
おいて、第一の超硬合金材料は、実質的な堅牢さを有する等級とし、また、第二の超硬合
金材料は、第一の等級に比して増大した強度を有する等級のものとすることができる。バ
ー７５０の加工部分７５２の歯は、正の前面角度を有し、また、加工部分７５２の円筒状
周辺にて歯の先端に隣接する半径方向ランドが無い。
（００５９）　図１８及び図１９は、超硬合金から成り且つ本発明に従って製造した回転
バーの２つの非限定的な実施の形態を示す写真である。図１８（ａ）は、直径３ｍｍ及び
長さ２．６９ｍｍの球状形状の加工部分を有する実施の形態の立面図である。図１８（ｂ
）は、図１８（ａ）に示した回転バーの加工部分に沿った断面図の写真であり、この断面
図は、回転バーの回転軸線に対し直角に示したものである。図１９（ａ）は、最大直径３
ｍｍ及び長さ１３ｍｍの全体として「ツリー形状」の加工部分を有する実施の形態の立面
図である。図１９（ｂ）は、図１９（ａ）に示した回転バーの加工部分の断面の写真であ
り、この断面図は回転バーの回転軸線に対し直角にとったものである。図１８及び図１９
に示した回転バーの各々において、加工部分の歯は、約６°の正の前面角度を有し、また
、加工部分の周辺にて歯の先端に隣接する半径方向ランドは無い。
（００６０）　本発明に従って製造した回転バーの実施の形態は、回転バーを製造する従
来の技術を使用して形成することができる。一例として、本発明に従った回転バーの製造
方法は、超硬合金ブランクを研磨し且つ（又は）研削してブランクの少なくとも一部分に
右ねじ式のヘリカル状に配向した一連の縦溝を提供する工程を含む。縦溝を含むブランク
の部分は、回転バーの加工部分を形成する。加工部分の可能な形状の非限定的な例は、円
筒体、球、円錐体、逆円錐体、ボールヘッド付き円錐体、皿穴形、楕円体、炎状、ツリー
形状体、及びボール先端付き円筒体を含む。この方法のある種の実施の形態において、ブ
ランクの別の部分は、回転バーの軸部を形成することができる。隣接する縦溝の間に配設
された領域は、研削等により加工して、加工部分に一連の切削歯を提供する。本発明にて
提供される独創的な特徴によれば、切削歯の各々は、正の前面角度を有するよう研削され
、また、歯の各々は、加工部分の周辺にて半径方向ランドは無い。
（００６１）　この方法の１つの非限定的な実施の形態によれば、ブランクは、第一の材
料から成る第一の領域と、第二の材料から成る第二の領域とを含み、第一の材料の組成は
、第二の材料の組成と相違する。１つの非限定的な実施の形態において、第一の材料及び
第二の材料は、共に超硬合金である。この方法の１つの非限定的な実施の形態において、
第一の領域は、回転バーの加工部分の外側領域の少なくとも一部分を形成し、第二の領域
は、加工部分のコア領域の少なくとも一部分と、回転バーの軸部とを形成する。この方法
の１つの非限定的な実施の形態において、ブランクは、回転バーの少なくとも加工部分を
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形成し、また、この方法は、軸部を加工部分に結合する工程を更に含む。また、この方法
の１つの非限定的な実施の形態は、右ねじ式のヘリカル状に配向した複数の縦溝と交差し
、これにより複数の別個の切削歯を規定する左ねじ式のヘリカル状に配向した一連の縦溝
を加工部分に提供する工程を含む。この方法の追加の非限定的な実施の形態は、回転バー
の少なくとも一部分に表面被覆を施す工程を含み、また、この表面被覆は、例えば、化学
気相蒸着（ＣＶＤ）被覆、物理気相蒸着（ＰＶＤ）被覆及びダイヤモンド被覆の１つとす
ることができる。
（００６２）　当業者は、本発明を検討した後、本発明に従って回転バーを製造する追加
の可能な方法を容易に案出することができるであろう。
（００６３）　上述したように、本発明に従って製造した回転バーの実施の形態は、切削
性能の点にて大幅な改良を実現する。図２０（ａ）及び図２０（ｂ）は、（１）バーヘッ
ドに８つの縦溝を含む、本発明に従って製造した超硬合金の回転バー（「新型バー」）の
実施の形態、（２）バーヘッドに１２の縦溝を含む、テネシー州、ラ　ベエグネのＡＴＩ
ステラム（Ｓｔｅｌｌｒａｍ）から入手可能なモデルＮｏ．Ｇ８００９７回転バー（「Ｇ
８００９７」）、（３）バーヘッドに１０の縦溝を含む比較会社の回転バー（「比較品１
」）、（４）バーヘッドに８つの縦溝を含む比較会社の回転バー（「比較品２」）の切削
性能を比較する試験結果のグラフである。「新型バー」の実施の形態のみが正の前面角度
を含み、また、バーヘッドの周辺の回りの半径方向ランドは無い。上述したこれらの相違
点以外、試験した４つの回転バーは実質的に同一である。バーは、実質的に同一の作業条
件下にて１００，０００ｒｐｍのツールの回転速度で３２０ＨＢの硬さを有するＴｉ－６
Ａｌ－４Ｖチタン合金を切削するため試験した。Ｔｉ－６Ａｌ－４Ｖ合金（ＵＮＳ　Ｒ５
６４００）は、タービンブレード、ディスク、リング、機体、高性能締結具、及びバイオ
メディカルインプラントを含む用途にて一般に使用されている、研削困難なチタン合金で
ある。
（００６４）　図２０（ａ）は、２０分間の試験期間の間、各回転バーにより除去された
材料の累積質量を示す。図２０（ｂ）は、２０分間の試験期間の別個の５分間の間隔の間
に各回転バーにより除去された材料の質量を示す。図２０（ｂ）の水平軸線は、特定の５
分の間隔の終了点を示す。このように、図２０（ｂ）の水平軸線上の「５」は、５分にて
終わる５分間の間隔を意味し、「１０」は、５分にて開始し１０分にて終わる５分間の間
隔を意味する等々である。図２０（ａ）から、本発明に従った独創的な設計を有する回転
バーは、試験した従来の回転バーよりも２０分の試験期間の間、著しくより多量のチタン
合金を除去したことは明らかである。図２０（ｂ）は、実験用の回転バーから得られた利
点は、２０分の期間の後の部分にて明らかであることを示す。１０分、１５分、２０分に
て終わる５分の期間の各々にて、実験用の回転バーは、従来のツールよりも多量のチタン
合金を実質的に除去した。試験パラメータを考えれば、実験用回転バーの明らかな有利な
効果は、本発明に従った実施の形態の特徴である独創的な歯の幾何学的形態の結果であっ
た。
（００６５）　上記の説明は、当然に、限定的な数の実施の形態のみを示したものである
が、当業者は、説明した実施例の主題事項及びその他の詳細の各種の変更例が当業者によ
り実現することができ、また、かかる改変例の全ては、本明細書及び特許請求の範囲にて
記載した本発明の原理及び範囲に止まるものであることが理解されよう。例えば、本発明
は、当然に、本発明に従って製造した回転バーの限定された数の実施の形態のみを呈示す
るが、本発明及び関係した請求項はそのように限定されるものではないことが理解されよ
う。当業者は、追加的な回転バーの設計を容易に特定することができ、また、本明細書に
て開示した当然に限定された数の実施の形態の思想の範囲に属する追加的な回転バーを設
計し且つ構築することができるであろう。このため、本発明は、本明細書に開示し又は含
めた特定の実施の形態に限定されるものではなく、請求項により規定された、本発明の原
理及び範囲に属する改変例を包含する意図であることが理解される。また、当業者には、
その広い発明概念から逸脱せずに上述した実施の形態に対し変更を為すことが可能である
ことも理解されよう。
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